
 

 
 ２審判決文（これが２審判決文で無い場合は、公文書偽造。但し日付等は消してある。） 
 
  控 訴 人 ⇒ 原告 
  被控訴人 ⇒ 株式会社セントラルマーケット 
 
 ２審は、２回で終了。 
  １回目 ⇒ 裁判内容の確認 
  ２回目 ⇒ 口頭弁論 
 原告の請求していた文書提出命令も、これ以上の証拠は必要ありませんと却下されての圧勝。

 
 ２審の進め方 
 １審判決文に多数の不可解な見解があった。そこで、その不可解な見解に釘を刺しつつ株式会

社セントラルマーケットの詐欺手法を証明し、なぜ株式会社セントラルマーケットの広告媒体は、

クリックをして直ぐに閉じるのか？何故、アクセス数が多い筈の広告掲載初日にアクセスが無い

かなどを詳細に証明した。 




